
備
考１
こ
の
測
定
方
法
の
対
象
項
目
は
、
塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー
で
あ
る
。
一
般
に
「
塩
化
ビ
ニ
ル
樹
脂
」

が
「
塩
化
ビ
ニ
ル
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
と
明
確
に
区
分
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
第
１
の
方
法
は
、
規
格
Ｋ

0
1
2
5の
「
5
.
1
パ
ー
ジ
・
ト
ラ
ッ
プ
`
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分

析
法
」
に
規
定
さ
れ
た
方
法
に
基
づ
い
て
お
り
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
や
ベ
ン
ゼ
ン
等
の
塩
化
ビ
ニ
ル
以

外
の
揮
発
性
有
機
化
合
物
の
標
準
物
質
及
び
必
要
な
内
標
準
物
質
（
フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、
４
`
ブ
ロ

モ
フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
等
）
を
追
加
し
、
塩
化
ビ
ニ
ル
の
揮
発
性
の
高
さ
に
留
意
し
た
試
験
操
作
を
行

う
こ
と
で
同
時
分
析
が
可
能
で
あ
る
。

３
第
２
の
方
法
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｋ

0
1
2
5の
「
5
.
2
ヘ
ッ
ド
ス
ペ
ー
ス
`
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ

質
量
分
析
法
」
に
規
定
さ
れ
た
方
法
に
基
づ
い
て
お
り
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
や
ベ
ン
ゼ
ン
等
の
塩
化
ビ

ニ
ル
以
外
の
揮
発
性
有
機
化
合
物
の
標
準
物
質
及
び
必
要
な
内
標
準
物
質（
フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、４
`

ブ
ロ
モ
フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
等
）
を
追
加
し
、
塩
化
ビ
ニ
ル
の
揮
発
性
の
高
さ
に
留
意
し
た
試
験
方
法

を
行
う
こ
と
で
同
時
分
析
が
可
能
で
あ
る
（
た
だ
し
、
水
に
よ
く
混
和
し
、
水
か
ら
の
揮
発
性
の
低
い

１
，
４
`
ジ
オ
キ
サ
ン
は
除
く
。）。

４
こ
れ
ら
の
測
定
法
の
定
量
下
限
は
、
い
ず
れ
も
0•
2
c
g／
Ｌ
で
あ
る
。

５
こ
こ
に
示
す
商
品
は
、
こ
れ
ら
の
測
定
法
使
用
者
の
便
宜
の
た
め
に
、
一
般
に
入
手
で
き
る
も
の
と

し
て
例
示
し
た
が
、
こ
れ
ら
を
推
奨
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
と
同
等
以
上
の
品
質
、
性
能
の
も
の

を
用
い
て
も
よ
い
。

６
こ
の
測
定
方
法
に
お
け
る
用
語
の
定
義
そ
の
他
こ
の
測
定
方
法
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、

規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー

平
成
九
年
三
月
環
境
庁
告
示
第
十
号
（
地

下
水
の
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
に
つ

い
て
）
付
表
に
掲
げ
る
方
法

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
〇

二
ミ
リ
グ
ラ
ム

一
・
四
e

ジ
オ
キ
サ
ン

環
境
基
準
告
示
付
表
七
に
掲
げ
る
方
法

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
五

ミ
リ
グ
ラ
ム

塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー

平
成
九
年
三
月
環
境
庁
告
示
第
十
号
（
地
下
水
の
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準

に
つ
い
て
）
付
表
に
掲
げ
る
方
法

一
・
四
e

ジ
オ
キ
サ
ン

環
境
基
準
告
示
付
表
七
に
掲
げ
る
方
法

区

間

変
更
前

後
別

敷

地

の

幅

員

延

長

備

考

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

`

道
路
の
区
域

留
萌
市
大
字
留
萌
村
字
幌
糠
三
五
八

九
番
一
か
ら
同
市
大
和
田
一
丁
目
六

八
番
ま
で

前

Ａ

一
七
∑
〇
〇
〜
一
四
四
∑
〇
〇
一
〇
∑
四
九
七

上
記
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・

Ｄ
・
Ｅ
・
Ｆ
・
Ｇ
・

Ｈ
・
Ｉ
・
Ｊ
及
び
Ｋ

は
、
関
係
図
面
に
表

示
す
る
敷
地
の
区
分

を
い
う
。

Ｂ
∑
Ｃ
∑
Ｄ
∑

Ｅ
∑
Ｆ
∑
Ｇ
∑

Ｈ
∑
Ｉ
∑
Ｊ
∑

Ｋ

二
〇
∑
六
〇
〜
一
九
二
∑
〇
〇

九
∑
四
九
〇

後

Ａ

一
七
∑
〇
〇
〜
一
四
四
∑
〇
〇
一
〇
∑
四
九
七

Ｂ
∑
Ｃ
∑
Ｄ
∑

Ｅ
∑
Ｆ
∑
Ｇ
∑

Ｈ
∑
Ｉ
∑
Ｊ
∑

Ｋ

二
〇
∑
六
〇
〜
一
九
二
∑
〇
〇

九
∑
四
九
〇

a

図
面
縦
覧
場
所

北
海
道
開
発
局
及
び
同
局
留
萌
開
発
建
設
部

平成™›年œ月™š日 水曜日 (号外第˜˜™号)官 報

二
^

道
路
の
種
類

一
般
国
道

_

路

線

名

二
百
三
十
八
号
、
二
百
三
十
九
号
及
び
二
百
四
十
二
号

`

道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷

地

の

幅

員

延

長

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

網
走
市
大
曲
二
丁
目
一
二
五
番
一
か
ら
同
市
大
曲
二
丁
目
一

四
五
番
四
地
先
ま
で

前後

二
五
・
九
八
〜
五
三
・
八
三

二
五
・
九
八
〜
四
七
・
〇
九

〇
・
〇
九
八

〇
・
〇
九
八

a

図
面
縦
覧
場
所

北
海
道
開
発
局
及
び
同
局
網
走
開
発
建
設
部

〇
環
境
省
告
示
第
八
十
六
号

排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第
三
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
四
十
九
年

九
月
環
境
庁
告
示
第
六
十
四
号
（
環
境
庁
長
官
が
定
め
る
排
水
基
準
に
係
る
検
定
方
法
を
定
め
る
等
の
件
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
三
日

環
境
大
臣

細
野

志

第
四
号
中
「
備
考
三
」
を
「
備
考
七
」
に
改
め
、
第
五
号
中
「
備
考
十
五
の
b)
（
第
一
段
を
除
く
。）」
を
「
備
考
十

一
の
b)
の
1)
か
ら
3)
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
号
を
第
四
十
二
号
と
し
、
第
三
十
二
号
か
ら
第
四
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、第
三
十
一
号
中「
付

表
七
」
を
「
付
表
九
」
に
改
め
、
同
号
を
第
三
十
二
号
と
し
、
第
三
十
号
を
第
三
十
一
号
と
し
、
第
二
十
九
号
を
第
三

十
号
と
し
、
第
二
十
八
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、
第
二
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
八

一
・
四
e

ジ
オ
キ
サ
ン

告
示
付
表
七
に
掲
げ
る
方
法

〇
環
境
省
告
示
第
八
十
七
号

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
総

理

府

通
商
産
業
省
令
第
二
号
）
第
六
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
元

年
八
月
環
境
庁
告
示
第
三
十
九
号
（
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
第
六
条
の
二
に
基
づ
き
環
境
庁
長
官
が
定
め
る
検
定

方
法
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
三
日

環
境
大
臣

細
野

志

別
表
シ
ス
e

一
・
二
e

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
中
「
シ
ス
e

一
・
二
e

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
」
を
「
一
・
二
e

ジ

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
」
に
、「
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・
一
、
五
・
二
又
は
五
・
三
・
二
に
定
め
る
方
法
」を「
シ

ス
体
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・
一
、
五
・
二
又
は
五
・
三
・
二
に
定
め
る
方
法
、
ト
ラ
ン
ス
体

に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・
一
、
五
・
二
又
は
五
・
三
・
一
に
定
め
る
方
法
」
に
、「
一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き
〇
・
〇
〇
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
シ
ス
体
に
あ
っ
て
は
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
、
ト
ラ

ン
ス
体
に
あ
っ
て
は
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
、
同
表
ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

化
合
物
、
亜
硝
酸
化
合
物
及
び
硝
酸
化
合
物
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

〇
環
境
省
告
示
第
八
十
八
号

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
総

理

府

通
商
産
業
省
令
第
二
号
）
第
九
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
八

年
九
月
環
境
庁
告
示
第
五
十
五
号
（
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
第
九
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
環
境
庁
長
官
が
定

め
る
測
定
方
法
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
三
日

環
境
大
臣

細
野

志

別
表
シ
ス
e

一
・
二
e

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
中
「
シ
ス
e

一
・
二
e

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
」
を
「
一
・
二
e

ジ

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
」
に
、「
規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・
一
、
五
・
二
又
は
五
・
三
・
二
に
定
め
る
方
法
」
を
「
シ
ス
体
に

あ
っ
て
は
規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・
一
、
五
・
二
又
は
五
・
三
・
二
に
定
め
る
方
法
、
ト
ラ
ン
ス
体
に
あ
っ
て
は
規
格

Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・
一
、
五
・
二
又
は
五
・
三
・
一
に
定
め
る
方
法
」
に
改
め
、
同
表
ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

化
合
物
、
亜
硝
酸
化
合
物
及
び
硝
酸
化
合
物
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

〇
北
海
道
開
発
局
告
示
第
五
十
七
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
三
日

北
海
道
開
発
局
長

高
松

泰

一
^

道
路
の
種
類

一
般
国
道

_

路

線

名

二
百
三
十
三
号

˜œ
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